
株式会社ビーグリー
証券コード3981

第13回
定時株主総会
招集ご通知

開 催 日 時
2026年３月27日(金曜日) 午前10時

開 催 場 所
東京都港区元赤坂二丁目２番23号

明治記念館２階「鳳凰の間」
末尾の「株主総会会場ご案内図」を
ご参照ください。

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である

取締役を除く。）4名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役

３名選任の件
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株主の皆様へ
平素よりひとかたならぬご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
新中期経営計画の初年度であった2025年12月期は、競争環境の変化や電子コミック市場の成熟化に直面
し、当初掲げました数値目標に対しては厳しい結果となりました。一方、この1年は、現状を直視した上で

「安定的な事業基盤の再構築」と「IPの創出」において、確かな手応えを得た年でもありました。
主力事業である『まんが王国』においては、広告宣伝費の効率化を徹底し、ロイヤルカスタマーの育成に
注力することで、今後に向けた売上と利益の両立が図れる土台作りが進んでおります。また、新たな顧客
接点の拡大として、HJホールディングス株式会社と提携し、オンライン動画配信サービス「Hulu」にて電
子コミックの提供を開始いたしました。
また、TBS系で放送され大ヒットした『じゃあ、あんたが作ってみろよ』をはじめとし、ぶんか社を含む当社
グループのオリジナル作品から、年間を通じて多くの作品がテレビドラマ化・ショートドラマ化されました。
2026年12月期は、これらの成果を踏まえ、効率的かつ安定的にコンテンツをユーザーに届けるプラットフ
ォーム事業を、市場の変化に左右されない、より強固なものへと進化させるとともに、IP創出をはじめとする
コンテンツ事業は、引き続きさらなる充実を図ってまいります。実績が蓄積されてきたメディア化の取り組み
は、既存事業への還流、収益拡大を目指すとともに、グループ全体の経営効率を高めてまいります。
株主還元につきましては、基本方針である『配当性向30％以上かつDOE3％以上』に基づき、安定的な配当を
継続してまいります。
今後も事業成長と株主還元の両輪で企業価値の向上を図り、日本が誇る漫画文化のさらなる発展に貢献してま
いりますので、株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

インターネットはこの数十年間で驚異的に発展しました。米国発祥のインターネットは、2000年当初に日本で携帯電
話と融合し、その後スマートフォンによって大きく生態系を変え、進化を加速させながら世界中に普及しています。今
後もユーザーの消費行動は変化し、技術の進歩は加速し、インターネットビジネスは例外なく激変を続けるでしょう。
当社では、この市場で生き延び発展し続けるためには、変化を前向きにとらえ、発見や成長という喜びを見出していく
姿勢が非常に重要と考えます。『進化論』のチャールズ・ダーヴィンが世界航海に使用した船の名『Beagle』号に由来
した当社の社名にも同様のコンセプトが込められています。

最も人間らしい活動と言われる創作活動によって生み出される”コンテンツ”が、インターネット上で”ユーザー”や”ファ
ン”としっかり出逢えるように、当社では様々な役割を担っていきたいと考えています。この活動が、創作意欲の励み
となれば、より一層の文化の発展に寄与することとなり、当社の大きな喜びとなります。

当社ではコンテンツを見定め、それに適した方法で訴求してゆく活動を『コンテンツプロデュース』と定義し、コンテ
ンツやクリエイターが世界規模で流通・活躍できるようグローバルに事業展開いたします。

理念：固定観念にとらわれる事なく、新しい発見と進歩を求め続ける

Mission：クリエイターとファンを繋ぎ、新たな価値を創造する

Vision：グローバルで通用するコンテンツプロデュースカンパニーへ

経営理念
代表取締役社長 吉田仁平
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証券コード 3981
2026年３月11日

株 主 各 位
東京都千代田区永田町二丁目13番10号
株 式 会 社 ビ ー グ リ ー

代表取締役社長 吉 田 仁 平

第13回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第13回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第13回定
時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.beaglee.com/ir/meeting/

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検
索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

書面又はインターネット等による議決権行使の場合、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書
類をご検討の上、３頁の「議決権行使方法についてのご案内」に従って、2026年３月26日（木曜日）午後５時
30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。なお、議決権行使書面において議案につき
賛否の表示が無い場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

敬 具
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記

1. 日 時 2026年３月27日（金曜日）午前10時（受付開始午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区元赤坂二丁目２番23号 明治記念館 ２階「鳳凰の間」
3. 目 的 事 項

報告事項 １．第13期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内
容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第13期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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議決権行使方法についてのご案内

■ 株主総会に出席いただく場合

当日ご出席の際は、必ず株主様（当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人とす
る場合の当該株主様を含む）が来場いただき、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご
提出ください。

また、代理人がご出席の際は、委任状を議決権行使書用紙とともにご提出ください(代
理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する当社の株主様に限ります)。

なお、議決権行使書用紙をお忘れになりますと、ご入場手続きに非常に時間を要する
こととなりますのでご注意ください。

株主総会開催日時 2026年３月27日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

議決権行使書

■ 郵送にて行使いただく場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、行使期限までに到着する
ようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成
の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年３月26日（木曜日）午後５時30分到着分まで

■ インターネットにて行使いただく場合

当社の指定する議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までにご行使くだ
さい。

行使期限 2026年３月26日（木曜日）午後５時30分行使分まで

インターネットによる行使方法の詳細は次頁をご覧ください

議決権行使サイト : https://evote.tr.mufg.jp/
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）

議決権行使サイトへ
アクセス

（https://evote.tr.mufg.jp/

1 ｢次の画面へ｣ をクリック

1

1

2 お手元の議決権行使書用紙の右下に
記載された ｢ログインID｣ 及び ｢仮パ
スワード｣ を入力
（株主総会招集の都度、新しい「ログ
インID」及び「仮パスワード」をご通
知します。）

3 ｢ログイン｣ をクリック

ログインする2

2

3

ログインID
パスワード

■ 議決権行使サイトについて
（1）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォ

ンから、当社の指定する議決権行使サイト(https://evote.
tr.mufg.jp/)にアクセスしていただくことによってのみ実施
可能です。（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分
までは取り扱いを休止します。)

（2）パソコン、スマートフォンによるインターネットのご利用環境
やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行
使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきまし
ては、次頁に記載のヘルプデスクにお問い合わせください。

■ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
パソコン、スマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセス
に際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主様のご
負担となります。

■ 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
（1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場

合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていた
だきます。

（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場
合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる行使方法 2026年３月26日（木曜日）午後5時30分行使分まで

インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコン等から議決権行使ウェブ
サイトにアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

― 4 ―
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スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法
「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」
が入力不要でログインいただけます。

議決権行使書副票（右側）

お手持ちのスマートフォンにて、同封
の議決権行使書副票（右側）に記載の
「ログイン用QRコード」を読み取る。

画面の案内に従って各議案の
賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議案賛否方法の選択画面が表示される
ので、議決権行使方法を選ぶ。

「ログイン用
QRコード」はこちら

見本 見本

QRコードを読み取る 各議案の賛否を選択

議決権行使方法を選ぶ

1 3

2

スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。
QRコードでのログインができない場合には、前頁に記載の議決権行使サイトにアクセスする方法にて議
決権行使を行ってください。

システム等に関するお問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
受付時間
ふ0120-173-027（通話料無料）

9:00～21:00
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、配当性向30％以上かつDOE（連結自己資本配当率）３％以上を目標に、株主の皆様への安定的か
つ継続的な利益還元を検討していくことを基本方針としております。このような基本方針に基づき、当期業績
の傾向及び今後の事業環境を考慮し、以下のとおり期末配当及び剰余金の処分をさせていただきたいと存じま
す。

期末配当に関する事項
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 42円 総額 234,708,054円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月30日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（３名）は、本総会終結の時をもって、任期満了とな

ります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。
なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会の答申を

経ております。
また、本議案に関しまして、監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。

「当委員会は、本議案の各候補者について、その専門知識と経験、これまでの職務執行状況及び指名報酬委員
会の答申をふまえて検討した結果、当社の取締役として適任であると判断いたしました。」
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位・担当 取締役会への

出 席 状 況

１
よし だ じん ぺい

吉 田 仁 平 再 任 代表取締役社長 12回中12回
（100％）

２
やす もと よう いち

安 本 洋 一 新 任 執行役員副社長 −

３
さ とう しゅん すけ

佐 藤 俊 介
再 任

社 外

独 立

取締役 12回中12回
（100％）

４
く ぼ しんいちろう

久 保 真一郎
再 任

社 外
取締役 12回中12回

（100％）
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

１

吉
よ し だ

田 仁
じ ん ぺ い

平
（1971年12月30日生）

再 任

1994年４月 日商岩井株式会社（現双日株式会社） 入社
2000年４月 ITX株式会社 転籍
2004年６月 株式会社モーラネット 取締役
2006年６月 同社 代表取締役
2007年６月 株式会社ビービーエムエフ（現当社） 入社
2007年10月 同社 執行役員
2009年１月 南京波波魔火信息技術有限公司 執行董事
2012年３月 menue株式会社（現当社） 取締役
2013年３月 同社 代表取締役社長
2014年２月 株式会社MNH（現当社） 代表取締役社長（現任）
2022年 3 月 株式会社ぶんか社 取締役（現任）

345,675株

取締役候補者とした理由
吉田仁平氏は、2013年より当社の代表取締役社長として経営方針、経営戦略、資金調達、事業活動等の推進にあ

たり重要な役割を担い、当社の発展に貢献してまいりました。これらの実績を有することから、引き続き代表取締役
社長として経営を主導することが、当社の継続的な成長に寄与するものと考え、取締役として選任をお願いするもの
であります。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

２

安
や す も と

本 洋
よ う い ち

一
（1964年５月11日生）

新 任

1992年７月 株式会社ザテレビジョン 入社
2006年６月 株式会社角川ザテレビジョン 取締役
2008年６月 株式会社角川モバイル 常務取締役
2013年４月 株式会社ブックウォーカー 代表取締役社長
2016年４月 株 式 会 社 KADOKAWA （現 株 式 会 社 KADOKAWA

KEY-PROCESS）執行役員
2016年４月 株式会社角川アップリンク 取締役
2017年７月 台灣漫讀股份有限公司 董事長
2019年４月 株式会社KADOKAWA 常務執行役員
2019年６月 同社 取締役
2019年７月 同社 取締役常務執行役員
2020年６月 株式会社KADOKAWA Connected 取締役
2020年10月 株式会社KADOKAWA 取締役執行役員CFO
2022年４月 株式会社KADOKAWA Connected 代表取締役社長CEO
2025年４月 株式会社ドワンゴ 取締役
2025年７月 当社 執行役員副社長（現任）
2025年11月 株式会社ぶんか社 取締役（現任）

ー 株

取締役候補者とした理由
安本洋一氏は出版・電子書籍ビジネスに関する専門的な知見や経営者としての豊富な経験を有しており、また、

2025年7月より当社の執行役員副社長として経営方針、経営戦略、事業活動等の推進にあたり重要な役割を担って
おります。これらの経験や実績を有することから、取締役として経営を担うことが、当社の継続的な成長に寄与する
ものと考え、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

３

佐
さ と う

藤 俊
しゅんすけ

介
（1978年６月３日生）

再 任 社 外

独 立

2001年４月 バリュークリックジャパン株式会社 入社

2008年７月 株式会社エスワンオーインタラクティブ 代表取締役会長

2015年３月 当社 社外取締役（現任）

2015年４月 SOCIAL GEAR PTE.LTD. Director

2016年６月 トランス・コスモス株式会社 取締役CMO

2021年６月 株式会社CEORY 代表取締役社長兼CEO（現任）

2025年３月 株式会社フェイス 代表取締役社長（現任）

2025年10月 日本コロムビアグループ株式会社 代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社フェイス 代表取締役社長

44,802株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
佐藤俊介氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社社外取締役就任以来、経営に対する客観

的かつ的確な助言をいただいてまいりました。これらの実績を有することから、引き続き社外取締役として経営を監
督いただくことが、当社の継続的な成長に寄与するものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものでありま
す。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

４

久
く ぼ

保 真一郎
しんいちろう

（1977年６月13日生）

再 任 社 外

2002年４月 日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディング
ス株式会社） 入社

2012年10月 日本テレビ放送網株式会社 転籍

2019年12月 同社 社長室経営企画部（現任）

2019年12月 日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局経営企画
部 兼務出向

2022年 3 月 当社 社外取締役（現任）

2022年12月 日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツ
スタジオセンター 担当副部長

2023年 6 月 日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部グローバル
ビジネス局スタジオセンター 担当副部長

2024年 6 月 日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツ
ビジネス局スタジオセンター部次長（現任）

（重要な兼職の状況）
日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツビジネス局ス
タジオセンター部次長 兼 社長室経営企画部

ー 株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
久保真一郎氏は、日本テレビ放送網株式会社で培われたテレビ業界におけるサービス、コンテンツ制作、事業戦略

についての豊富な経験と知識を有しております。今般、社外取締役としての立場から当社経営に対して的確な助言を
いただくことにより、日本テレビグループとのさらなるシナジーを創出し、当社の継続的な成長に寄与いただくこと
を期待し、選任をお願いするものであります。

（注）1 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2 佐藤俊介氏及び久保真一郎氏は、社外取締役候補者であります。
3 当社は、佐藤俊介氏及び久保真一郎氏との間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定です。な
お、当該契約に定める損害賠償の限度額は、当社の取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）として職務を行うにつ
き善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項において定める最低責任限度額であります。

4 各候補者の所有する当社株式の数は、当事業年度末日現在の株式数であります。
5 佐藤俊介氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって11年、久保真一郎氏の当社社外取締役就任期間は、本総

会終結の時をもって４年となります。
6 佐藤俊介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
7 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3の第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその

地位に基づき負担することとなる、損害賠償金等の損害を当該保険契約によって填補することとしています（ただし、違法
行為の場合を除く）。今回の選任が承認されますと、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
現任監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって、任期満了となります。つきまして

は、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会の答申を

経ております。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位・担当 出 席 状 況

１
た なか しん

田 中 新 再 任 取締役監査等委員（常勤）
取締役会

12回中12回（100％）
監査等委員会

13回中13回（100％）

２
よし だ ひろ あき

吉 田 広 明
再 任

社 外

独 立

取締役監査等委員
取締役会

12回中12回（100％）
監査等委員会

13回中13回（100％）

３
おお はし とし ひこ

大 橋 敏 彦
再 任

社 外

独 立

取締役監査等委員
取締役会

12回中12回（100％）
監査等委員会

13回中13回（100％）
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

１

田
た な か

中 新
しん

（1962年７月８日生）

再 任

1985 年４ 月 株式会社日本交通公社（現株式会社JTB）入社
2000 年４ 月 株式会社毎日コムネット入社
2007 年５ 月 株式会社エイチ・ユー 取締役
2012 年４ 月 株式会社ワークス・ジャパン 取締役
2013 年７ 月 menue株式会社（現当社）入社
2014 年10月 当社 常勤監査役
2016 年３ 月 当社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
2020 年10月 株式会社ぶんか社 監査役（現任）
2021 年９ 月 ベイシス株式会社 社外監査役（現任）

5,225株

監査等委員である取締役候補者とした理由
田中新氏は、当社入社以来、管理部門における業務を適切に遂行し、当社の発展に貢献してまいりました。これ

らの実績を有することから、引き続き監査等委員である取締役として経営を監督することが、当社の継続的な成長
に寄与するものと考え、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

２

吉
よ し だ

田 広
ひ ろ あ き

明
（1972年７月27日生）

再 任 社 外

独 立

2003 年 ６ 月 株式会社産業再生機構入社
2007 年 １ 月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー（現任）
2014 年 ２ 月 株式会社MNH（現当社）社外監査役
2016 年 ３ 月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況）
弁護士法人北浜法律事務所 パートナー

ー 株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
吉田広明氏は、弁護士として法律に関する専門的な知識を有しており、当社監査等委員である社外取締役就任以

来、経営に対する客観的かつ的確な助言をいただいてまいりました。これらの実績を有することから、引き続き監
査等委員である社外取締役として経営を監督し、当社の継続的な成長に寄与いただくことを期待し、監査等委員で
ある社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、

上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

2026年02月24日 11時28分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 14 ―

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

株 式 の 数

３

大
お お は し

橋 敏
と し ひ こ

彦
（1965年６月26日生）

再 任 社 外

独 立

1989年 ４ 月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド入社
1993年 ６ 月 株式会社ロッキング・オン入社
2000年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2008年 ４ 月 株式会社日本政策投資銀行出向
2009年 ４ 月 大橋公認会計士事務所設立、所長（現任）
2014年 ３ 月 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 監査役
2015年 ５ 月 当社 社外監査役
2016年 ３ 月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況）
大橋公認会計士事務所 所長

ー 株

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大橋敏彦氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する専門的知見を有しており、当社監査等委員であ

る社外取締役就任以来、経営に対する客観的かつ的確な助言をいただいてまいりました。これらの実績を有すること
から、引き続き監査等委員である社外取締役として経営を監督し、当社の継続的な成長に寄与いただくことを期待
し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、

上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
（注）1 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2 吉田広明氏及び大橋敏彦氏は、社外取締役候補者であります。
3 当社は、田中新氏、吉田広明氏及び大橋敏彦氏それぞれとの間で会社法第427条第１項に基づき同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。三氏の再任が承認された場合、当社は三氏それぞれとの間の上記責任限定契
約を継続する予定です。なお、当該契約に定める損害賠償の限度額は、当社の取締役（業務執行取締役等であるものを除
く。）として職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項において定める最低責任限度額であり
ます。

4 吉田広明氏及び大橋敏彦氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
5 吉田広明氏及び大橋敏彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
6 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3の第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその

地位に基づき負担することとなる、損害賠償金等の損害を当該保険契約によって填補することとしています（ただし、違法
行為の場合を除く）。今回の選任が承認されますと、監査等委員である各取締役候補者は引き続き当該保険契約の被保険者
に含められることとなります。
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（ご参考）スキル・マトリックス
本総会の第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合における、本総会後の取締役会のスキ

ル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

男性７名、女性０名（役員のうち女性の比率は0.0%）
■委員長 □委員

役職 氏名

経験・知識・能力等
監査等委員会

任意の委員会

企業経営 経営・
事業戦略

法務・
リスク

マネジメント
財務会計業界知見 国際性 独立性 指名報酬

委員会

代表取締役
社長 吉田 仁平 ● ● ● ● □

代表取締役
副社長 安本 洋一 ● ● ● ● ●

社外取締役 佐藤 俊介 ● ● ● ● ● □

社外取締役 久保 真一郎 ● ●

取締役 田中 新 ● ■

社外取締役 吉田 広明 ● ● □ ■

社外取締役 大橋 敏彦 ● ● □ □

以上
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事 業 報 告
（2025

2025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度における日本経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加等を背景に、景
気は緩やかな回復が続きました。一方で、物価上昇の継続による個人消費の下振れリスクの高まりや米国
の通商政策の動向、地政学リスクの上昇、不安定な円相場による影響等、依然として不透明な事業環境が
続いております。
当社を取り巻く事業環境は、紙の出版市場が縮小している一方で、電子出版市場は継続的に拡大してお

り、インプレス総合研究所「電子書籍ビジネス調査報告書2025」によると、2025年度の成長率は４％程
度になると予測されており、今後も電子書籍及び電子コミックの市場規模は緩やかな拡大が続くことが予
想されております。
このような市場環境の中で、プラットフォームセグメントにおいては、コミック配信サービス「まんが

王国」のブランド構築に注力しつつ効率的な投資を、コンテンツセグメントにおいては、継続的なデジタ
ル成長による安定的な利益創出を実行いたしました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は16,720,153千円（前年同期比9.4％減）、調整後EBITDA

（※）は2,346,185千円（前年同期比15.7％減）、営業利益は1,368,394千円（前年同期比23.4％減）、経
常利益は1,319,589千円（前年同期比23.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は683,683千円（前
年同期比47.6％減）となりました。なお、当社グループは、株主資本当期純利益率（ROE）を重要な経営
指標と位置づけております。当連結会計年度末の株主資本当期純利益率（ROE）は8.8％（前年同期18.1
％）となり、前連結会計年度末と比較して9.3ポイントの減少となりました。これは、前連結会計年度に
おいて、当社の連結子会社であった株式会社ぶんか社グループの吸収合併の実施に伴い、同社より税務上
の繰越欠損金を承継し、法人税等が減少したことによります。
（※）調整後EBITDA＝営業利益＋減価償却費（出版権の償却費を含む）＋のれん償却費＋敷金償却費

＋株式報酬費用±その他の調整項目

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（プラットフォームセグメント）
プラットフォームセグメントの主力サービスであるコミック配信サービス「まんが王国」においては、

ユーザーの訪問・定着・課金の流れを促し、課金者数と顧客単価を上げるべく、「お得感No.１」戦略によ
る課金意欲の高いロイヤルカスタマーへの育成を継続するとともに、「まんが王国」内にて、一定時間経
過するごとに１話が無料で読めるサービス「待ちコミ」の提供を開始し、幅広いユーザー層獲得のための
販売促進活動を積極的に行いました。
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一方で、ライトユーザーの獲得・定着を図るため、前期よりライトユーザーを中心とした広告運用を行
い、新規ユーザーの獲得が進んだ反面、当初の想定よりヘビーユーザーが減少した結果、「まんが王国」
の売上高は前年同期比10.6％減となりました。
また、2025年３月には当社オリジナル作品「夜蜘蛛は蜜をすう〜結婚詐欺師と堕ちる女〜」を原作と

したショートドラマが、ショートドラマアプリ「BUMP」にて配信されました。
このほか、オンライン動画配信サービス「Hulu」を運営するHJホールディングス株式会社と提携し、

2025年10月より「Hulu」にて電子コミックの提供を開始いたしました。
利益面においては、広告宣伝費を中心とした営業費用が前年同期比で減少いたしましたが、売上高の減

少に伴い、売上総利益についても前年同期比で減少いたしました。
これらの結果、当セグメントの売上高は10,626,829千円（前年同期比9.9％減）、営業利益は432,385

千円（前年同期比31.7％減）となりました。

（コンテンツセグメント）
コンテンツセグメントにおいては、デジタルコンテンツを中心に、発刊点数の増加、電子書店ごとの特

性や読者ニーズに沿った販売促進活動を積極的に行いました。また、紙出版においては、紙出版市場の縮
小を鑑み、配本部数の管理及び価格設定等のコストコントロールを実施いたしました。
デジタル出版においては、新刊のヒットによる売上の押し上げ効果が限定的となったものの、読者の嗜

好性に合わせたコンテンツの創出とジャンルの拡大の着実な推進により、売上高は前年同期比0.5％増と
なりました。
紙出版においては、配本部数のコントロール等を実施した結果、売上高は前年同期比25.0％減となりま

した。
このほか、2025年４月にはぶんか社から２作品がテレビドラマ化し、「黒弁護士の痴情 世界でいちば

ん重い純愛」がTOKYO MXにて放送、「子宮恋愛」が読売テレビにて放送されました。また、2025年10
月には「じゃあ、あんたが作ってみろよ」がTBS系列にて、「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」
が関西テレビ放送にて、「橘くん 抱いてください！ ハジメテの相手は同僚王子!?」がTOKYO MXにて、
それぞれ放送されました。
利益面においては、原稿料をはじめとした原価が増加したことにより、デジタル出版収益が前年同期比

で減少し、紙出版収益においても、紙出版売上の減少により、前年同期比で減少いたしました。
これらの結果、当セグメントの売上高は6,378,320千円（前年同期比6.5％減）、営業利益は935,817千

円（前年同期比18.9％減）となりました。
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（2）設備投資の状況
該当事項はありません。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。

（4）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（6）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（7）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

（8）対処すべき課題
現在のプラットフォームセグメントの主力サービスであるコミック配信サービス「まんが王国」は、19年

以上の実績を有しており、さらなるユーザー及び収益の拡大が見込まれるとともに、コンテンツセグメント
の中核である総合出版事業においてもデジタル化を推進することで、収益の拡大が見込まれております。
今後も継続的な発展を続け、当社グループのVisionである「グローバルで通用するコンテンツプロデュー

スカンパニーへ」を実現するため、対処すべき課題として以下の施策に取り組んでまいります。

① 「まんが王国」の差別化
電子書籍市場は拡大を続けておりますが、一方で競合他社との競争が激化しております。そのため会員獲

得コストは増加傾向でありますが、サービスの継続的な拡充や差別化により収益拡大を実現してまいりまし
た。当社グループでは今後の継続的な成長の実現に向けて、さらに「まんが王国」の魅力を高めるため、今
後も積極的に差別化を進める施策に取り組んでまいります。
お得に漫画が読めるポイントプログラムや各種キャンペーンの実施、無料で閲覧可能な「じっくり試し読

み」の充実、自社開発ビューアやAIレコメンド機能を活用した使いやすいUX（User experience）の提供、
当社独自の目線による優良タイトルの掘りおこしや決済手段の多様化等、これまでの取り組みを継続的に推
進するほか、当社グループ内でのノウハウを駆使した「まんが王国」連載作品の創出を積極的に進めてまい
ります。
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② 優良・独自コンテンツの制作
継続的な成長を実現していくためには、競合他社にはない優良コンテンツや独自コンテンツの制作が必要

となります。当社グループでは、作家やクリエイターとの多数のコネクション並びに「まんが王国」のビッ
グデータや長年のノウハウを活用することにより、ユーザーにヒットするコンテンツの制作を行ってまいり
ます。

③ サービス・企業認知度の向上
当社グループが継続的な企業価値の向上を実現するためには、ユーザー、取引先、人材の獲得が必要であ

ります。これらの獲得活動をより効率的に進めるため、当社グループ及び当社サービスの持つ強み・サービ
スの健全性・ガバナンス体制等を戦略的に発信し、認知度及びコーポレートブランドを向上させてまいりま
す。このため、費用対効果を重視したプロモーション・広報活動を積極的に推進してまいります。

④ 有能な人材の育成と確保
当社グループのあらゆる活動の継続的改善、成長のため、最も重要なのは人材であります。その育成と確

保の観点から、経営理念に沿った評価制度の施行、その運用の徹底及び継続的な改善並びにインセンティブ
制度を含めた人事制度全般の充実を図ってまいります。また、積極的な採用活動、教育制度の充実を図り、
組織でフォローアップできる体制を構築してまいります。
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（9）財産及び損益の状況の推移

区 分 第10期
（2022年12月期）

第11期
（2023年12月期）

第12期
（2024年12月期）

(当連結会計年度)第13期
（2025年12月期）

売 上 高（千円） 18,713,173 19,080,733 18,446,924 16,720,153

経 常 利 益（千円） 1,608,247 1,440,459 1,726,009 1,319,589

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 664,510 689,204 1,303,525 683,683

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益（円） 111.34 114.74 220.02 122.37

総 資 産（千円） 19,039,932 18,384,958 17,294,580 16,556,762

純 資 産（千円） 6,314,691 6,953,242 7,486,535 8,063,722

１ 株 当 た り 純 資 産（円） 1,052.91 1,153.25 1,343.75 1,440.53
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（10）重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容
株式会社ぶんか社 10,000千円 100% 出版

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
会社名 住所 帳簿価額の合計額

株式会社ぶんか社 東京都千代田区一番町29番地６ 5,325,685千円
（注）当事業年度末日における当社の総資産額は、11,526,675千円であります。

（11）主要な事業内容
セグメントの名称 主要サービス及び事業内容

プラットフォームセグメント まんが王国による電子コミックの配信を中心としたユーザー課金サービス
コンテンツセグメント 女性向けの漫画ジャンルを得意とした総合出版事業

（12）主要な事業所
名 称 所 在 地
当 社 東京都千代田区永田町二丁目13番10号

株式会社ぶんか社 東京都千代田区一番町29番地６

（13）従業員の状況（2025年12月31日現在）
① 当社グループの従業員の状況

セグメントの名称 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
プラットフォームセグメント 86名 13名
コンテンツセグメント 141名 １名
合計 227名 14名
（注） 従業員数には、有期労働契約に基づく契約社員及び臨時従業員は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

86名
（24名） 13名 36.19歳 5.20年

（注）従業員数の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。臨時従業員には、有期労働契約に基
づく契約社員及びスタッフを含み、派遣社員を除いております。
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（14）主要な借入先（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社三井住友銀行 1,571,000 千円

株式会社みずほ銀行 857,000 千円

株式会社りそな銀行 857,000 千円

（15）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）
（1）発行可能株式総数 21,000,000株
（2）発行済株式の総数 6,301,986株

（自己株式713,699株を含む）
（3）株主数 4,527名
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日本テレビ放送網株式会社 1,514,974 株 27.11％

株式会社小学館 544,500 9.74
ＨＡＩＴＯＮＧ ＩＮＴ ＳＥＣ−ＣＬ ＡＣ−15.315 353,600 6.33
吉田 仁平 345,675 6.19
光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 287,600 5.15
大和証券株式会社 207,000 3.70
株式会社ＳＢＩ証券 75,559 1.35
光通信株式会社 63,000 1.13
山下 良久 53,500 0.96
楽天証券株式会社共有口 53,000 0.95
（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
区分 株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く） 2,654株 1名

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

（1）当事業年度末日における新株予約権の状況
第7回新株予約権

新株予約権の数 68,000個

目的となる株式の種類及び数 普通株式 68,000株

発行価額 無償

行使価額 １株当たり1,108円
新株予約権を行使することができ
る期間

2026年4月27日〜
2029年4月26日

新株予約権の行使の条件 （注1）
（注1）新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要
する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑤別途締結される契約書等に記載される行使条件を満たさない場合には、新株予約権の行使を行うことができない。

（2）当事業年度末日における当社役員が保有する新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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（3）当事業年度中に交付した新株予約権の状況

第8回新株予約権

発行決議日 2025年6月26日

新株予約権の数 180個

目的となる株式の種類と数 普通株式 18,000株

発行価額 無償

行使価額 １株当たり1,365円
新株予約権を行使すること

ができる期間
2027年6月27日〜
2030年6月26日

新株予約権の行使の条件 （注1）

使用人等への
交付状況 当社使用人

新株予約権の数 180個
目的となる株式数 18,000株
交付対象者数 7名

（注1）新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要
する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるとき
は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑤別途締結される契約書等に記載される行使条件を満たさない場合には、新株予約権の行使を行うことができない。

（4）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2025年12月31日現在）

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

吉 田 仁 平 代表取締役社長

佐 藤 俊 介 取締役 株式会社フェイス 代表取締役社長

久 保 真一郎 取締役 日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツビジネ
ス局スタジオセンター部次長 兼 社長室経営企画部

田 中 新 取締役監査等委員（常勤）

吉 田 広 明 取締役監査等委員 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー

大 橋 敏 彦 取締役監査等委員 大橋公認会計士事務所 所長
（注）1 取締役佐藤俊介氏、取締役久保真一郎氏、取締役吉田広明氏及び取締役大橋敏彦氏は、社外取締役であります。

2 取締役監査等委員大橋敏彦氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありま
す。

3 当社監査等委員会は、監査等委員３名のうち１名を常勤監査等委員として選定しております。常勤監査等委員の職務とし
て、執行部門からの聴取や現場実査、内部監査部門との連携等による日常的な情報収集を行い、監査等委員全体で共有する
ことにより監査等委員会の実効性を高めることを目的にしております。

4 当社は、取締役佐藤俊介氏、取締役吉田広明氏及び取締役大橋敏彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。

（2）当事業年度に係る取締役の報酬等の額

役員区分 対象となる
役員の員数

報酬等の種類別の総額
報酬等の額

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役＜監査等委員である取締役を除く＞
（うち社外取締役）

２名
（１名）

29,170千円
（6,600千円）

14,965千円
（ー）

3,999千円
（ー）

48,134千円
（6,600千円）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

３名
（２名）

23,400千円
（13,200千円） （ー） （ー）

23,400千円
（13,200千円）

（注）1 2016年12月15日開催の臨時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は基本報酬の額
について年額300,000千円以内（うち社外取締役分は20,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、
業績連動報酬の額について年額150,000千円以内（ただし、基本報酬と業績連動報酬の年間総額は300,000千円を超えな
い。）と決議しております。当該決議がなされた各株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は
４名（うち、社外取締役１名）です。なお、2020年３月26日開催の定時株主総会において、上記の業績連動報酬の額につ
いての報酬限度額の範囲内で、取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額
50,000千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は
100,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を３年以上の間で当社取締役会が定める期間とすること等
につき決議しております。当該決議がなされた各株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。）の員数は３名です。また、2016年12月15日開催の臨時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は
年額30,000千円以内（うち社外取締役分は20,000千円以内）と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員で
ある取締役の員数は３名です。

2 期末現在の人員数は、取締役＜監査等委員である取締役を除く＞は３名、うち社外取締役は２名であり、無報酬の社外取締
役１名を除いております。
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3 当社は、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針（以下、「当該方針」という。）を取締役会の決議により定めており、
その概要は次のとおりです。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬については、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、各取締役
に求められる職責、業績への貢献度等の評価を勘案し、取締役会において審議、決定することとしており、監査等委員であ
る取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬の上限額の範囲内で、各取締役の業務分担等を勘案し、監査等委員
である取締役の協議により決定することとしております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合してい
ることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。

4 業務執行取締役の報酬体系は、業績達成のインセンティブとして機能し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有
すべく、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬、中長期インセンティブとしての非金銭報
酬等である株式報酬の３項目で構成しております。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役に該当する取締役の報酬
は、基本報酬のみで構成されます。

5 基本報酬の水準については、当社の事業規模等を考慮した客観的なベンチマークを行い、各取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の基本報酬の額は、各取締役に求められる職責、業績への貢献度等の評価を勘案し、取締役会において決定し
ます。なお、業務執行取締役の報酬構成比については、業績への貢献及び関与の度合いが大きい代表取締役、事業部門を担
当する取締役、管理部門を担当する取締役の順に、業績連動報酬及び株式報酬の変動幅が大きくなるように設計されており
ます。
業績連動報酬は、基本報酬を算定の基礎として、売上高と営業利益に関する各事業年度における目標達成率、業績への貢献
度等の評価及び役職に応じた変数を乗じて算出された額に基づき取締役会において決定します。当社は、売上規模及び収益
性のバランスが取れた健全な成長の実現を業務執行取締役に動機づけるため、売上高と営業利益に関する各事業年度におけ
る目標達成率を業績連動報酬の指標としております。なお、業績連動報酬は、上記のとおり取締役会において各業務執行取
締役に対する支給額が決定されたのち、一定の時期に一括して支払うものとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬14,965千円の算出指標となった2024年度売上高、営業利益の目標はそれぞれ
20,118百万円、1,846百万円であり、実績はそれぞれ18,446百万円、1,786百万円であります。
株式報酬は、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（以下、「特定譲渡制限付株
式」という。）を割り当てるものとし、当該特定譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の額は、各業
務執行取締役に求められる職責、業績への貢献度等の評価を勘案し、取締役会において決定します。なお、当事業年度につ
いては、業務執行取締役１名（以下、「割当対象者」という。）に対し、金銭報酬債権として合計3,999千円を支給し、割当
対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、当社第12回定時株主総会から当社第13
回定時株主総会までの期間に係る特定譲渡制限付株式として合計2,654株を割り当てることを決議しております。

6 当社は、以上の手続きの公平性・透明性・客観性の強化を図るため、2021年10月22日付で取締役会及び監査等委員会の任
意の諮問委員会として、取締役２名（監査等委員である取締役を除く。うち独立社外取締役１名）、監査等委員である取締
役２名（うち独立社外取締役２名）の計４名で構成される指名報酬委員会を設置しており、個人別報酬等の内容について
は、取締役会及び監査等委員会があらかじめ指名報酬委員会に諮問し、その答申をふまえ決議することとしております。
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（3）責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役全員との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、非業務執行取

締役が職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項において定める最低責
任限度額をもって当社に対する損害賠償責任の限度額とする責任限定契約を結んでおります。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社並びに当社子会社の取締役、監査役、及び執行役員等（当事業年度中に

在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契
約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、対象役員がその地位に基づき負担することとなる、損害賠償金等の損害を

当該保険契約により保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、対象役員の違法行為により生じた損害について保険契約の免責事項としてお

り、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれない
ようにするための措置を講じております。

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先との関係

社外取締役である佐藤俊介氏の兼職先である株式会社フェイスと当社との間には特別な関係はありませ
ん。
社外取締役である久保真一郎氏の兼職先である日本テレビ放送網株式会社は、当社のその他の関係会社

であります。
社外取締役（監査等委員）である吉田広明氏の兼職先である弁護士法人北浜法律事務所と当社との間に

は特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である大橋敏彦氏の兼職先である大橋公認会計士事務所と当社との間には特

別な関係はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
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③ 当事業年度における活動状況
区分 氏名 主な活動状況

社外取締役 佐藤 俊介

（ア）取締役会への出席状況及び発言状況
12回中12回出席した他、主に豊富な経験と幅広い知見に基づく経営者として
の観点から適宜発言を行っております。
（イ）同氏の意見により変更された事業方針
該当事項はありません。
（ウ）社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
多角的視点から取締役会、任意の指名報酬委員会において意思決定の適法性・
妥当性を確保するために必要かつ有益な発言を適宜行っております。

社外取締役 久保 真一郎

（ア）取締役会への出席状況及び発言状況
12回中12回出席した他、主に豊富な経験と幅広い知見に基づく経営者として
の観点から適宜発言を行っております。
（イ）同氏の意見により変更された事業方針
該当事項はありません。
（ウ）社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
多角的視点から取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するために必要か
つ有益な発言を適宜行っております。

社外取締役
（監査等委員） 吉田 広明

（ア）取締役会、監査等委員会への出席状況及び発言状況
取締役会12回中12回、監査等委員会13回中13回出席し、主に企業統治、企
業法務の観点から適宜発言を行っております。
（イ）同氏の意見により変更された事業方針
該当事項はありません。
（ウ）社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
弁護士としての専門的見地から取締役会、監査等委員会、任意の指名報酬委員
会の委員長として意思決定の適法性・妥当性を確保するために必要かつ有益な
発言を適宜行っております。

社外取締役
（監査等委員） 大橋 敏彦

（ア）取締役会、監査等委員会への出席状況及び発言状況
取締役会12回中12回、監査等委員会13回中13回出席し、主に財務、会計の
観点から適宜発言を行っております。
（イ）同氏の意見により変更された事業方針
該当事項はありません。
（ウ）社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
財務及び会計に関する専門的見地から取締役会、監査等委員会、任意の指名報
酬委員会においての意思決定の適法性・妥当性を確保するために必要かつ有益
な発言を適宜行っております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,200千円

当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30,200千円
（注）1 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確

に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。

2 監査等委員会は、従前の事業年度における会計監査の職務遂行の状況、監査報酬の推移を確認し、当事業年度の監査計画の
内容及び報酬見積りの妥当性について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第１項及
び第３項の同意を行っております。

（4）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により適正な監査の遂行が困難であ

ると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場
合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

（6）会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分
当社の会計監査人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止３か月

（2024年１月１日から同年３月31日まで）の処分を受けました。
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6. 会社の体制及び方針
（1）会社の業務の適正を確保するための体制

① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ.当社及び子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という。）は、当社「グループ行動規範」

に基づき、法令及び定款並びに業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程に従い、当社の職務を
執行する。

ｂ.当社取締役会は、独立した社外取締役を招へいして構成し、その意思決定及び業務執行の適法性を監
督する機能を強化して経営の透明性・公平性を確保する。

ｃ.当社取締役会及び監査等委員会の任意の諮問機関として、委員長を独立社外取締役とし、委員の過半
数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置し、取締役（監査等委員である取締役を含む。）
及び委任型の執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化する。

ｄ.当社監査等委員会は、独立した立場から内部統制システムが有効に機能しているかを確認するととも
に、その整備・維持の状況を監視する。

ｅ.当社管理部門は、当社グループにおける法令遵守に関わる規程・マニュアルその他の関連規程の整
備、コンプライアンスに関わる教育啓蒙の実施、内部通報制度の整備等コンプライアンス体制の充実
に努めるとともに、内部統制システムの整備、維持を行う。

ｆ.リスク管理規程に基づきリスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制における問題点及びリス
クの把握と改善に努める。

ｇ.当社内部監査部門は、当社グループにおける法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに職務の執行の
手続及び内容の妥当性、有効性等を監視するとともに、内部統制システムのモニタリングを行い、適
宜、代表取締役及び監査等委員会に報告する。

ｈ.「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、財務諸表の信頼性を確保するための体制の整備を図
り、継続的な評価と必要な是正を行う。

ｉ.反社会的勢力に対しては、法令及び社内規程に従い、組織的に毅然と対応し、一切の関係を遮断す
る。

② 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関わる文書その他の情報は、文書管理規程その他の社内規程に従い、その保存媒
体の形式に応じて、適切に保存・管理する。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ.リスク管理を経営の重要課題と位置づけ、リスク管理規程に基づいてリスク管理体制の整備を行う。
ｂ.重大なリスクが顕在化した場合には、リスク管理規程に基づいて迅速な対応を行い、損害を最小限に

とどめるように努める。
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④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ.当社は、定時取締役会を月一回、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執行に関わる重要な

意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況の監督を行う。
ｂ.当社グループは、職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務分掌規程、職務権限規程

その他の社内規程において職務執行に関する権限及び責任を明文化し、適時適切に見直しを行う。
ｃ.当社は、取締役会の事前審議機関として経営会議を設置し、取締役会の意思決定に必要な情報につい

て十分な検討、事前協議を行う。
ｄ.当社は、執行役員制度の導入により、権限を適切に委譲し、業務執行の効率化、迅速化を図る。
ｅ.中期経営計画及び年度予算・事業計画を策定し、その進捗を月次及び適宜レビューすることにより課

題の抽出と迅速な対応を行う。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ.当社グループ全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備、その他子会社の経営管理につ

いては、当社管理部門がその任にあたる。
ｂ.関係会社管理規程に基づき、子会社の経営上の重要事項については、取締役会の事前承認を必要と

し、適時業務の執行に関して必要な報告及び資料の提出を求める。

⑥ 監査等委員会のその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びにその取締役及び使用人の他
の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
ａ.当社監査等委員会からの要請があった場合、その職務を補助する使用人（以下、「監査等委員補助者」

という。）として、管理部門の中から若干名を選任する。
ｂ.選任された監査等委員補助者は、当社監査等委員の指揮・命令に服するものとし、監査等委員補助者

に対する人事権の行使にあたっては、事前に当社監査等委員と監査等委員でない当社取締役が協議す
る。

⑦ 監査等委員でない当社取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等（以下、「当社グループ
の取締役等」という。）が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する
体制
ａ.当社グループの取締役等は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損

害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく当社監査等委員会に報告する。また、当社監
査等委員会はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役等に対し報告を求めることができる。

ｂ.当社監査等委員は、当社の取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また重要な決裁書類
及び関連資料を閲覧し、必要に応じて説明を求めることができ、代表取締役及び業務を執行する取締
役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。

ｃ.当社監査等委員会への報告をした当社グループの取締役等に対し、当該報告をしたことを理由に不利
益な取扱いを行うことを禁止する。

2026年02月24日 11時28分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



監
査
報
告
書

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

事
業
報
告

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

第3号
議 案

第2号
議 案

第1号
議 案

― 33 ―

ｄ.当社の監査等委員会及び当社子会社の監査役は、連携を強化し、適宜必要な情報交換を行う。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ.当社監査等委員会は、監査の実施に際し必要に応じて当社管理部門に協力を要請することができる。
ｂ.当社監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人との情報交換に努め、密接な連携を図る。
ｃ.当社監査等委員がその職務の執行について、費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに

必要な処理を行う。

（2）会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 内部統制システム全般

当社は、内部監査担当部門による定期的な業務監査及び内部統制監査を通じて、当社グループの内部
統制システム全般の整備、運用状況の評価を行い、継続的な改善を実施しております。

② コンプライアンス
当社は、当社グループの法令遵守体制の整備、点検及び強化を推進するため、コンプライアンス規程

に基づきコンプライアンス委員会を設置しております。また、コンプライアンス違反行為の発生を防止
するため定期的に社内研修を開催するとともに、法令違反・不正行為等の問題の未然防止及び早期発見
を図るため、外部の専門家に委託している内部通報窓口を設置しております。

③ リスク管理
当社は、リスク管理規程に基づき、社長を委員長とし、本部長、常勤の監査等委員及びその他委員長

が指名する者により構成するリスク管理委員会を設置して、リスク管理体制を構築し、定期的に当社グ
ループの全社的なリスクの抽出、評価を行って、全社的なリスク統制を図っております。

④ グループ経営管理
当社は、子会社の経営管理につきましては、関係会社管理規程に基づき適切に管理する体制を整えて

おります。
⑤ 取締役の職務執行

当社は、取締役会規程に基づき、原則月１回の取締役会を開催し、業務に関わる重要な意思決定を行
うとともに取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、社外取締役４名を選任し、取締役会
による取締役の職務執行の監督機能を強化しております。なお、当事業年度において取締役会は12回開
催しております。

⑥ 監査等委員会
監査等委員会は、常勤の監査等委員を置くとともに、その職務に応じた選定監査等委員を選定し、経

営会議その他の重要な会議への出席、稟議書等の閲覧、使用人等からのヒアリング及び内部監査部門、
会計監査人との連携等を通じて監査の実効性を確保しております。
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（3）会社の支配に関する基本方針
当社は、当該基本方針を特に定めておりません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考え、株主に対

する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。配当政策の基本方針としましては、配当性向30
％以上かつDOE（連結自己資本配当率）３％以上を目標に、株主への安定的かつ継続的な利益還元を検討し
ていく方針であります。
これらの剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は毎年６月30日を基準日として、

会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めており
ます。

（注） 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 8,623,798 流 動 負 債 7,728,039
現 金 及 び 預 金 5,293,996 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,089,881
受 取 手 形 14,660 短 期 借 入 金 2,000,000
売 掛 金 3,139,921 １ 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 1,020,000
商 品 及 び 製 品 50,477 未 払 金 277,558
貯 蔵 品 323 未 払 費 用 75,282
前 渡 金 38,832 未 払 法 人 税 等 291,223
前 払 費 用 81,205 未 払 消 費 税 等 31,983
未 収 入 金 8,869 契 約 負 債 556,739
未 収 消 費 税 等 4,772 返 金 負 債 191,287
そ の 他 340 預 り 金 48,555
貸 倒 引 当 金 △9,601 そ の 他 145,526

固 定 資 産 7,932,963 固 定 負 債 765,000
有 形 固 定 資 産 130,982 長 期 借 入 金 765,000
建 物 22,585
建 物 附 属 設 備 91,934
工 具、 器 具 及 び 備 品 176,525 負 債 合 計 8,493,039
減 価 償 却 累 計 額 △158,470 （純 資 産 の 部）
減 損 損 失 累 計 額 △1,591 株 主 資 本 8,050,119

無 形 固 定 資 産 7,584,225 資 本 金 1,910,859
の れ ん 7,147,072 資 本 剰 余 金 1,910,491
ソ フ ト ウ エ ア 93,161 利 益 剰 余 金 5,268,416
コ ン テ ン ツ 資 産 219,080 自 己 株 式 △1,039,647
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 197 新 株 予 約 権 13,603
コ ン テ ン ツ 資 産 仮 勘 定 5,680
出 版 権 118,000
そ の 他 1,032

投 資 そ の 他 の 資 産 217,755
敷 金 及 び 保 証 金 129,666
繰 延 税 金 資 産 69,416
そ の 他 18,671 純 資 産 合 計 8,063,722

資 産 合 計 16,556,762 負 債 ・ 純 資 産 合 計 16,556,762
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 16,720,153
売 上 原 価 11,012,906
売 上 総 利 益 5,707,246
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,338,852
営 業 利 益 1,368,394
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,749
受 取 配 当 金 107
事 業 譲 渡 益 10,000
還 付 金 収 入 1,167
そ の 他 525 15,549

営 業 外 費 用
支 払 利 息 59,132
融 資 手 数 料 2,875
消 費 税 等 調 整 額 57
そ の 他 2,288 64,354

経 常 利 益 1,319,589
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 13,080
事 務 所 移 転 費 用 20,560 33,640

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,285,949
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 550,903
法 人 税 等 調 整 額 51,363 602,266
当 期 純 利 益 683,683
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 683,683
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：千円）

株主資本
新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,906,359 1,905,859 4,712,788 △1,043,514 7,481,492 5,043 7,486,535

当期変動額

新株の発行 4,500 4,500 9,000 9,000

剰余金の配当 △128,055 △128,055 △128,055
親会社株主に
帰属する当期純利益 683,683 683,683 683,683

自己株式の処分 132 3,866 3,999 3,999
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 8,559 8,559

当期変動額合計 4,500 4,632 555,627 3,866 568,627 8,559 577,187

当期末残高 1,910,859 1,910,491 5,268,416 △1,039,647 8,050,119 13,603 8,063,722
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ４社
主要な連結子会社の名称
株式会社ぶんか社

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1） 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。
製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。
（2） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 50年
建物附属設備 8〜15年
工具器具備品 4〜15年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
コンテンツ資産 ３年（利用可能期間）
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（3） 引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計
年度負担額を計上しております。

（4） 収益及び費用の計上基準
当社グループでは、顧客にコンテンツを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識し

ております。
① ポイント等に係る売上

当社グループの主たるサービスである「まんが王国」においては、顧客がポイントを使用するごと
にコンテンツを提供する義務を負っており、当該ポイント使用時又は失効時に履行義務が充足されま
す。そのため、当該ポイント使用又は失効により収益を認識しております。なお、当該サービスにお
ける通常の支払期限は、利用者により選択された決済手段に従って、各社が別途定める支払条件によ
り、概ね２か月以内に支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

② コンテンツの配信に係る売上
当社グループの配信に係る売上においては、当社グループが保有するコンテンツの著作権者とし

て、グループ外の配信会社とライセンス契約を締結し、その配信権を供与します。配信権を第三者に
供与することによって発生するロイヤリティ収益は、取引に関連する経済的便益が当社グループに流
入する可能性が高く、かつ収益の金額を信頼性をもって測定できるときに、関連するロイヤリティ契
約の契約期間にわたり履行義務が充足されます。そのため、取引に関連する経済的便益が当社グルー
プに流入する可能性が高い場合には、当該金額を合理的に見積もって収益を認識しております。な
お、当該サービスにおける通常の支払期日は、概ね配信会社からの支払通知を受け取った月の翌月末
支払であり、重大な金融要素は含まれておりません。

③ 書籍及び雑誌に係る売上
当社グループの書籍及び雑誌の販売においては、契約開始後の一定期間については返品及び返金の

義務を負っており、当該返品及び返金の義務の消滅時に履行義務が充足されます。そのため、返品及
び返金の義務は、過去の経験に基づいて書籍及び雑誌に区分して金額を見積り、取引価格から控除し
ています。なお、当該サービスにおける通常の支払期日は、概ね取次会社からの支払計算書を受け取
った月の翌月末支払であり、重大な金融要素は含まれておりません。

（5） その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建ての資産及び

負債の本邦通貨への
換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。

② のれんの償却方法及
び償却期間

５〜20年の均等償却を採用しております。
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会計上の見積りに関する注記
1. 旧menue株式会社に係るのれんの評価
（1） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 2,032,479千円
（2） その他見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法
当社の実質存続会社である旧menue株式会社の株式を取得した際に生じた超過収益力をのれんとし

て計上しております。のれんの償却はその投資効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間に応じ
て均等償却を行っております。
また、減損の兆候を判定するために、経営環境等の著しい悪化の有無等を確認するほか、まんが王国

及びその関連サービスに関する買収時に見込んだ将来事業計画の達成状況、当連結会計年度の事業計画
の達成状況、翌連結会計年度以降の将来事業計画の営業利益の水準を評価しております。減損の兆候が
あると判断した場合には、減損損失の認識の判定を行っております。
なお、当連結会計年度において減損の兆候はありません。

② 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来の不確実な経済状況等により、事業計画の達成が困難になった場合は、翌連結会計年度に減損損

失が発生する可能性があります。
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2. 旧株式会社ぶんか社グループに係るのれん及び出版権の評価
（1） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 5,114,593千円
出版権 118,000 〃

（2） その他見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
1) のれん

旧株式会社ぶんか社グループの株式取得時に生じた超過収益力をのれんとして計上しております。
のれんの償却はその投資効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間に応じて均等償却を行って
おります。
また、減損の兆候を判定するために、経営環境等の著しい悪化の有無等を確認するほか、コンテン

ツセグメントに関する株式取得時に見込んだ将来事業計画の達成状況、当連結会計年度の事業計画の
達成状況、翌連結会計年度以降の将来事業計画の営業利益の水準を評価しております。減損の兆候が
あると判断した場合には、減損損失の認識の判定を行っております。
なお、当連結会計年度において減損の兆候はありません。

2) 出版権
旧株式会社ぶんか社グループの株式取得時にコンテンツセグメントにて発刊済みの出版物から創出

される経済的利益を出版権として計上しております。出版権の償却は株式を取得した時点で発刊済み
の出版物から享受できる経済的利益に基づいた償却期間を合理的に見積り、当該期間に応じて均等償
却を行っております。
また、減損の兆候を判定するために、株式取得時に発刊済みの出版物の販売予測とその実績値に重

要な乖離がないか評価しております。
なお、当連結会計年度において減損の兆候はありません。

② 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来の不確実な経済状況等により、事業計画等の達成が困難になった場合は、翌連結会計年度に減損

損失が発生する可能性があります。

会計上の見積りの変更に関する注記
資産除去債務の見積りの変更

当連結会計年度において、不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務につい
て、退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。こ
れにより14,347千円を変更前の資産除去債務残高に加算した上で、当連結会計年度において原状回復義務
を履行しました。
なお、この見積りの変更により、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ14,347千円減少しております。
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連結貸借対照表に関する注記
１. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

株式会社ビーグリーにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸
出コミットメント契約を締結しております。なお、これらの当座貸越契約及び貸出コミットメント契約につ
いては、財務制限条項が付されております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおり

であります。
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 2,000,000千円
借入実行残高 2,000,000 〃
差引額 ―千円

2. 財務制限条項
当連結会計年度末における財務制限条項は以下のとおりです。なお、文中の「単体」とは株式会社ビーグ

リーを指します。
（1） 当座貸越契約（極度額500,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであ

ります。
① 2018年12月期決算以降、各年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額
を、2017年12月期決算期末日又は直前に到来する年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示され
る純資産の部の金額のいずれか高い方の80％以上に維持すること。

② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純利益が、2017年12月期以降の決算期につ
き２期連続して損失とならないようにすること。

（2） 貸出コミットメント契約（契約総額500,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次
のとおりであります。
① 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純
資産の部の合計額を、2016年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決
算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

② 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経
常損益の金額を０円以上に維持すること。

（3） 貸出コミットメント契約（契約総額500,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次
のとおりであります。
① 2025年12月期における借入人の単体の経常利益（連結決算を行った場合は連結ベースでの経常利益）
について赤字を計上しないこと。

② 2025年12月期末における借入人の単体の純資産額（連結決算を行った場合は連結ベースでの純資産
額）が前期末における借入人の単体の純資産額の85％に相当する金額を下回らないこと。
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（4） 貸出コミットメント契約（契約総額500,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次
のとおりであります。
① 本契約締結日以降の決算期（第２四半期を含まない。）の末日における単体の貸借対照表における純資
産の部（資本の部）の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

② 本契約締結日以降の決算期（第２四半期を含まない。）における単体の損益計算書に示される経常損益
を損失とならないようにすること。

（5） 株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケートローン契約（借入金残高
1,785,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2022年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の
合計金額を、2021年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相
当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％
に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

② 2022年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期損益に減
価償却費及びのれん償却額を加算した金額を２期連続して負の値としないこと。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の数

普通株式 6,301,986株

2. 当連結会計年度の末日における自己株式の数
普通株式 713,699株

3. 剰余金の配当に関する事項
（1） 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当金（円） 基準日 効力発生日

2025年３月27日
定時株主総会 普通株式 128,055 23 2024年12月31日 2025年３月28日

（2） 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項（予定）

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当金（円） 基準日 効力発生日

2026年３月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 234,708 42 2025年12月31日 2026年３月30日

4. 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
普通株式 84,000株
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金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
（1） 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余
資は、流動性が高くかつ安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達
しております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内訂正済みの支払期日であります。借入金は、主に

設備投資や事業投資に係る資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年後であり
ます。これらは金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒
されております。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、与信管理規程に従い、取引先毎の与信限度額及び残高管理を行うとともに、定期的
に与信限度額の見直しを実施することにより信用リスクを管理しております。

② 市場リスクの管理
当社グループは、必要に応じて、金利条件の見直しや借換えを行うことで金利の変動リスクを管理し

ております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
に、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度の末日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「未収入金」、「未収消費税等」、「支払手形及び
買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」、「短期借入金」については、現金であること、及び
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

長期借入金（*1） 1,785,000 1,785,000 ―
負債計 1,785,000 1,785,000 ―

（*1） 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注）1 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 5,293,996 ― ― ―
受取手形 14,660 ― ― ―
売掛金 3,139,921 ― ― ―
未収入金 8,869 ― ― ―
未収消費税等 4,772 ― ― ―

合計 8,462,220 ― ― ―

（注）2 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
長期借入金 1,020,000 765,000 ― ―

合計 1,020,000 765,000 ― ―
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1） 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

（2） 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期借入金 ― 1,785,000 ― 1,785,000
（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期借入金
長期借入金は変動金利の借入であり、短期間で市場金利を反映しております。時価は帳簿価額に

ほぼ等しいと考えられることから当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しておりま
す。また、1年内に期限の到来する金額を含めております。

１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,440円 53銭
（2）１株当たり当期純利益 122円 37銭
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収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計プラットフォーム
セグメント

コンテンツ
セグメント

自社配信 9,910,772 ― 9,910,772

他社配信 394,482 4,741,410 5,135,892

紙出版 ― 1,017,195 1,017,195

その他 266,973 389,318 656,291
顧客との契約から
生じる収益 10,572,229 6,147,924 16,720,153

外部顧客への売上高 10,572,229 6,147,924 16,720,153

2. 顧客との契約から生じた収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 2. 重要な会計方針に係る

事項に関する注記 （4） 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1） 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 3,292,456 3,154,582

契約負債 568,950 556,739
契約負債は、財又はサービスを顧客に移転する当社グループの義務に対して、支払条件に基づき顧客

から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は568,946千円で

あります。

（2） 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える取引を認識していないため、残存履行義務

に関する情報は開示しておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれてい
ない重要な金額はありません。
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重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 3,688,695 流 動 負 債 5,223,563
現 金 及 び 預 金 2,393,008 買 掛 金 1,287,471
売 掛 金 1,261,542 短 期 借 入 金 2,000,000
貯 蔵 品 323 １ 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 1,020,000
前 払 費 用 29,484 未 払 金 162,946
未 収 消 費 税 等 4,772 未 払 費 用 55,231
そ の 他 164 未 払 法 人 税 等 71,721
貸 倒 引 当 金 △601 契 約 負 債 556,739

固 定 資 産 7,837,980 預 り 金 9,111
有 形 固 定 資 産 92,346 賞 与 引 当 金 58,190
建 物 22,585 そ の 他 2,150
建 物 附 属 設 備 26,268 固 定 負 債 765,000
工 具、 器 具 及 び 備 品 123,404 長 期 借 入 金 765,000
減 価 償 却 累 計 額 △78,320
減 損 損 失 累 計 額 △1,591 負 債 合 計 5,988,563

無 形 固 定 資 産 2,324,958 （純 資 産 の 部）
の れ ん 2,032,479 株 主 資 本 5,524,509
ソ フ ト ウ エ ア 67,356 資 本 金 1,910,859
コ ン テ ン ツ 資 産 219,244 資 本 剰 余 金 1,910,491
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 197 資 本 準 備 金 1,910,359
コ ン テ ン ツ 資 産 仮 勘 定 5,680 そ の 他 資 本 剰 余 金 132

投 資 そ の 他 の 資 産 5,420,675 利 益 剰 余 金 2,742,805
関 係 会 社 株 式 5,325,685 そ の 他 利 益 剰 余 金 2,742,805
長 期 前 払 費 用 2,171 繰 越 利 益 剰 余 金 2,742,805
敷 金 64,446 自 己 株 式 △1,039,647
繰 延 税 金 資 産 28,371 新 株 予 約 権 13,603
そ の 他 0 純 資 産 合 計 5,538,112

資 産 合 計 11,526,675 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,526,675
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損 益 計 算 書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 10,626,829

売 上 原 価 6,875,902

売 上 総 利 益 3,750,926

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,318,540

営 業 利 益 432,385

営 業 外 収 益

受 取 利 息 9,911

受 取 配 当 金 510,000

還 付 金 収 入 1,167
受 取 返 戻 金 0
そ の 他 133 521,212

営 業 外 費 用

支 払 利 息 59,132

融 資 手 数 料 2,875

消 費 税 等 調 整 額 46

そ の 他 0 62,053

経 常 利 益 891,543

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 12,990

事 務 所 移 転 費 用 20,560 33,550

税 引 前 当 期 純 利 益 857,993

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 183,203

法 人 税 等 調 整 額 5,465 188,668

当 期 純 利 益 669,324
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株主資本等変動計算書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,906,359 1,905,859 ― 1,905,859 2,201,537 2,201,537

当期変動額

新株の発行 4,500 4,500 4,500

剰余金の配当 △128,055 △128,055

当期純利益 669,324 669,324

自己株式の取得

自己株式の処分 132 132
株主資本以外の項目の
当期変動額

当期変動額合計 4,500 4,500 132 4,632 541,268 541,268

当期末残高 1,910,859 1,910,359 132 1,910,491 2,742,805 2,742,805

株主資本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △1,043,514 4,970,240 5,043 4,975,284

当期変動額

新株の発行 9,000 9,000

剰余金の配当 △128,055 △128,055

当期純利益 669,324 669,324

自己株式の取得

自己株式の処分 3,866 3,999 3,999
株主資本以外の項目の
当期変動額 8,559 8,559

当期変動額合計 3,866 554,268 8,559 562,827

当期末残高 △1,039,647 5,524,509 13,603 5,538,112
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 50年
建物附属設備 15年
工具器具備品 ４〜15年

(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
コンテンツ資産 ３年（利用可能期間）

3. 引当金の計上基準
(1) 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

(2) 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度
負担額を計上しております。
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4. 収益及び費用の計上基準
当社では、顧客にコンテンツを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しておりま

す。
(1) ポイント等に係る売上

当社の主たるサービスである「まんが王国」においては、顧客がポイントを使用するごとにコンテンツを
提供する義務を負っており、当該ポイント使用時又は失効時に履行義務が充足されます。そのため、当該ポ
イント使用又は失効により収益を認識しております。なお、当該サービスにおける通常の支払期限は、利用
者により選択された決済手段に従って、各社が別途定める支払条件により、概ね２か月以内に支払を受けて
おり、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

(2) コンテンツの配信に係る売上
当社の配信に係る売上においては、当社が保有するコンテンツの著作権者として、当社外の配信会社とラ

イセンス契約を締結し、その配信権を供与します。配信権を第三者に供与することによって発生するロイヤ
リティ収益は、取引に関連する経済的便益が当社に流入する可能性が高く、かつ収益の金額を信頼性をもっ
て測定できるときに、関連するロイヤリティ契約の契約期間にわたり履行義務が充足されます。そのため、
取引に関連する経済的便益が当社に流入する可能性が高い場合には、当該金額を合理的に見積もって収益を
認識しております。なお、当該サービスにおける通常の支払期日は、概ね配信会社からの支払通知を受け取
った月の翌月末支払であり、重大な金融要素は含まれておりません。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建ての資産及び負

債の本邦通貨への換算
基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。

(2) のれんの償却方法及び
償却期間

20年の均等償却を採用しております。
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会計上の見積りに関する注記
1. 旧menue株式会社に係るのれんの評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

のれん 2,032,479千円
(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記 1．（2）」に同一の内容を記載しておりますので、記載を省
略しております。

2. 関係会社株式に係る評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 5,325,685千円
(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法
株式会社ぶんか社の株式の取得原価を関係会社株式に計上しております。株式会社ぶんか社の株式は

市場価格のない株式のため、実質価額と帳簿価額を比較検討することにより減損判定を行っておりま
す。株式会社ぶんか社の実質価額の算定に当たっては、純資産に超過収益力を反映した金額で評価して
おり、超過収益力は将来の事業計画に基づき評価しております。
なお、当事業年度において超過収益力を加味した実質価額に著しい低下がないことから、関係会社株

式の減損処理を行っておりません。
② 翌事業年度の計算書類に与える影響

将来の不確実な経済状況等により、事業計画等の達成が困難になった場合は、翌事業年度に評価損が
発生する可能性があります。

会計上の見積りの変更に関する注記
連結注記表「会計上の見積りの変更に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、記載を省略して

おります。
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貸借対照表に関する注記
1. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期金銭債権 4,975千円
短期金銭債務 31,193 〃

2. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。なお、これらの当座貸越契約及び貸出コミットメント契約については、財務制
限条項が付されております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであ

ります。
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 2,000,000千円
借入実行残高 2,000,000 〃
差引額 ―千円

3. 財務制限条項
(1) 当座貸越契約（極度額500,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであ

ります。
① 2018年12月期決算以降、各年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示される純資産の部の金額
を、2017年12月期決算期末日又は直前に到来する年度の決算期末日における単体の貸借対照表に示され
る純資産の部の金額のいずれか高い方の80％以上に維持すること。

② 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期純利益が、2017年12月期以降の決算期につ
き２期連続して損失とならないようにすること。

(2) 貸出コミットメント契約（契約総額500,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次
のとおりであります。
① 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純
資産の部の合計額を、2016年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決
算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

② 2017年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経
常損益の金額を０円以上に維持すること。

(3) 貸出コミットメント契約（契約総額500,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次
のとおりであります。
① 2025年12月期における借入人の単体の経常利益（連結決算を行った場合は連結ベースでの経常利益）
について赤字を計上しないこと。

② 2025年12月期末における借入人の単体の純資産額（連結決算を行った場合は連結ベースでの純資産
額）が前期末における借入人の単体の純資産額の85％に相当する金額を下回らないこと。

2026年02月24日 11時28分 $FOLDER; 58ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



監
査
報
告
書

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

事
業
報
告

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

第3号
議 案

第2号
議 案

第1号
議 案

― 57 ―

(4) 貸出コミットメント契約（契約総額500,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次
のとおりであります。
① 本契約締結日以降の決算期（第２四半期を含まない。）の末日における単体の貸借対照表における純資
産の部（資本の部）の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

② 本契約締結日以降の決算期（第２四半期を含まない。）における単体の損益計算書に示される経常損益
を損失とならないようにすること。

(5) 株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケートローン契約（借入金残高
1,785,000千円）について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。
① 2022年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の
合計金額を、2021年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相
当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％
に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

② 2022年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される当期損益に減
価償却費及びのれん償却額を加算した金額を２期連続して負の値としないこと。

損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引（収入分） 54,797千円
営業取引（支出分） 230,398 〃
営業取引以外の取引（収入分） 516,691 〃

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 713,699株
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税効果会計に関する注記
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 1,874千円
未払賞与 17,593 〃
株式報酬費用 2,090 〃
減価償却超過額 6,025 〃
敷金償却 472 〃
その他 315 〃
繰延税金資産小計 28,371千円
評価性引当額 ― 〃
繰延税金資産合計 28,371千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計 ―千円

繰延税金資産純額 28,371千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △18.2％
住民税均等割 0.2％
のれん償却額 8.7％
過年度法人税等 0.2％
その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.0％
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関連当事者との取引に関する注記
会社等

名称
議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

株式会社ぶんか社 所有
直接 100.0

役員の兼任
著作権許諾契約
資金の貸付

ロイヤリティ
受取配当金

217,530
510,000

買掛金 29,380

株式会社海王社 所有
間接 100.0

著作権許諾契約 ロイヤリティ 12,855 買掛金 1,812

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等
① ロイヤリティにつきましては、一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。
② 受取配当金につきましては、経営環境や業績動向を勘案し、合理的に決定しております。

１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 988円 59銭
(2) １株当たり当期純利益 119円 80銭

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結注記表「収益認識に関する注

記」に同一の内容を記載しておりますので、記載を省略しております。

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年２月19日

株式会社ビーグリー
取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 﨑 剛
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 塚 弘 毅

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ビーグリーの2025年１月１日から2025年12月31日までの

連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ビ

ーグリー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するた
めに、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年２月19日

株式会社ビーグリー
取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 﨑 剛
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 塚 弘 毅

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ビーグリーの2025年１月１日から2025年12月31日

までの第13期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第13期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたし
ました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他の
内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月24日
株式会社ビーグリー 監査等委員会
取締役常勤監査等委員 田 中 新 ㊞
社外取締役監査等委員 吉 田 広 明 ㊞
社外取締役監査等委員 大 橋 敏 彦 ㊞

以 上
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見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。

開 催 ⽇ 時

開 催 場 所

2026年３⽉27⽇(金曜⽇) 午前10時
東京都港区元赤坂二丁目２番23号
明治記念館 ２階「鳳凰の間」

（TEL：03-3403-1171）

株主総会会場
ご案内図

株式会社ビーグリー
東京都千代田区永田町二丁目13番10号 プルデンシャルタワー4階
https://www.beaglee.com/
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